
〔議案第７７号説明資料〕

  館山市下水道条例の一部を改正する条例新旧対照表

改   正   案 現       行

（使用料の算定方法） （使用料の算定方法）

第１５条 使用料の額は，使用者が排除した汚水

の量に応じ，別表に定めるところにより算出した

合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて

得た額を加えた額（１円未満の端数は切り捨て

る。）とする。この場合において，隔月に徴収す

る各月の当該使用者が排除した汚水の量は，等量

とみなし，１月分の排除した汚水の量に１立方メ

ートル未満の端数を生じたときは，この端数のい

ずれか一方の月の排除した汚水の量に加えるも

のとする。

第１５条 使用料の額は，使用者が排除した汚水

の量に応じ，別表に定めるところにより算出した

合計額（１円未満の端数は切り捨てる。）とする。

別表（第１５条第１項） 別表（第１５条第１項）

使用料 使用料の額（１月につき）

区分 汚水排除量（１月につき） 料金

一般

汚水

基本使用料 １，２０

０円

従量使

用 料

（１立

方メー

トルに

つき）

１０立方メートルま

での分

２２円

１０立方メートルを

超え２０立方メート

ルまでの分

１７０円

２０立方メートルを

超え４０立方メート

ルまでの分

１８６円

４０立方メートルを

超え１００立方メー

トルまでの分

２２０円

１００立方メートル

を超え５００立方メ

ートルまでの分

２７０円

５００立方メートル

を超える分

３００円

区分 汚水排除量 料金

一般

汚水

基本使

用料

１０立方メートル

まで

１，２７

０円

超過使

用 料

（１立

方メー

トルに

つき）

１０立方メートル

を超え２０立方メ

ートルまでの分

１３９円

２０立方メートル

を超え４０立方メ

ートルまでの分

１５１円

４０立方メートル

を超え１００立方

メートルまでの分

１７９円

１００立方メート

ルを超え５００立

方メートルまでの

分

２２０円

５００立方メート

ルを超える分

２４７円

浴場１立方メートルにつき １６円

浴場

汚水

１立方メートルにつき １５円 汚水

※使用料改定に関連する条例部分のみ抜粋

※赤枠内は説明のため追加

税抜表示
に変更 税込表示

基本水量
の廃止

＋
料金区分
の新設



   附 則

（施行期日）

１ この条例は，令和７年１０月１日から施行す

る。ただし，第５条，第１７条及び第３５条第

９号の改正規定は公布の日から，第９条第１項

第１０号の改正規定は令和７年４月１日から，

施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第１５条及び別表の規定は，令和７

年１０月１日前から継続して公共下水道を

使用している者の使用料にあっては，同日以

後第２回の検針分の使用料から適用し，第１

回の検針分については，なお従前の例によ

る。

※詳細な説明は１月中に掲載予定です。

今しばらくお待ちください。


